
３７ 

第１号議案 北綾瀬駅周辺地区関連 

 １－３  東京都市計画高度地区の変更（足立区決定） 

 

上記の議案を提出する。 

 

   令和４年３月１７日 

 

提 出 者  足 立 区 長  近 藤  弥 生 

 

 

都市計画高度地区の内容を、別添計画図書のとおり変更する。 

 

（提案理由） 

東京都市計画高度地区の内容を変更するにあたり、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同

法第１９条第１項の規定に基づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要があるため、提案する。 

  



３８ 
 

都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画高度地区 

（北綾瀬駅周辺地区地区計画関連） 

 

２ 理 由 

本地区は、東京メトロ千代田線北綾瀬駅に近接し、地区の南側には、環状七号線が東西方向に通り、西側には都市計画道路

補助１０９号線が南北方向に通っている。 

北綾瀬駅は平成３１年３月千代田線直通運転開始以来、都心へのアクセスが向上し、駅利用者の増加に合わせ、「駅周辺の

利便性の向上」「商業施設等の充実」などが望まれている。 

足立区都市計画マスタープラン（平成２９年１０月）において、本地区は「地域拠点」に位置づけられ、「駅前の交通結節機

能を向上させるとともに、主にファミリー層でにぎわう駅周辺のまちづくりを進め、利便性の高い駅前となるよう都市機能の

更新を図る」としている。また、都市計画道路沿道は「沿道の高度利用を図り、延焼遮断帯の形成を図る」としている。 

このたび、「北綾瀬駅周辺地区地区まちづくり計画」に示す地区の将来像『住み続けたくなる安全安心で緑とにぎわいあふ

れる始発駅のまち』の実現に向け、駅前交通広場や駐輪場の整備、快適な歩行空間の確保、大街区化した敷地での大規模商業

施設の誘導によるにぎわいの創出など、駅周辺の土地の有効利用を促進するとともに、北側の住宅地と調和したまちなみの形

成と区域内の住環境の維持保全を図るため、北綾瀬駅周辺地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、市街地環境と土地利用上の観点から検討した結果、約１.２ヘクタールの区域について、高度地

区を変更する。 



３９ 

 



４０ 
 

 



４１ 

 

縮小版 



４２ 
 

 

縮小版 



４３ 

第１号議案 北綾瀬駅周辺地区関連 

 １－４  東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更（足立区決定） 

 

上記の議案を提出する。 

 

   令和４年３月１７日 

 

提 出 者  足 立 区 長  近 藤  弥 生 

 

 

都市計画防火地域及び準防火地域の内容を、別添計画図書のとおり変更する。 

 

（提案理由） 

東京都市計画防火地域及び準防火地域の内容を変更するにあたり、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要があるため、提案する。 

  



４４ 
 

都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画防火地域及び準防火地域 

（北綾瀬駅周辺地区地区計画関連） 

 

２ 理 由 

本地区は、東京メトロ千代田線北綾瀬駅に近接し、地区の南側には、環状七号線が東西方向に通り、西側には都市計画道路

補助１０９号線が南北方向に通っている。 

北綾瀬駅は平成３１年３月千代田線直通運転開始以来、都心へのアクセスが向上し、駅利用者の増加に合わせ、「駅周辺の

利便性の向上」「商業施設等の充実」などが望まれている。 

足立区都市計画マスタープラン（平成２９年１０月）において、本地区は「地域拠点」に位置づけられ、「駅前の交通結節機

能を向上させるとともに、主にファミリー層でにぎわう駅周辺のまちづくりを進め、利便性の高い駅前となるよう都市機能の

更新を図る」としている。また、都市計画道路沿道は「沿道の高度利用を図り、延焼遮断帯の形成を図る」としている。 

このたび、「北綾瀬駅周辺地区地区まちづくり計画」に示す地区の将来像『住み続けたくなる安全安心で緑とにぎわいあふ

れる始発駅のまち』の実現に向け、駅前交通広場や駐輪場の整備、快適な歩行空間の確保、大街区化した敷地での大規模商業

施設の誘導によるにぎわいの創出など、駅周辺の土地の有効利用を促進するとともに、北側の住宅地と調和したまちなみの形

成と区域内の住環境の維持保全を図るため、北綾瀬駅周辺地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、都市防災上の観点から検討した結果、約１．２ヘクタールの区域について、防火地域及び準防火

地域を変更する。 



４５ 
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４７ 

 

縮小版 



４８ 
 

 

縮小版 



４９ 

第１号議案 北綾瀬駅周辺地区関連 

 １－５  東京都市計画用途地域の変更（東京都決定）［東京都からの意見照会］ 

 

上記の議案を提出する。 

 

   令和４年３月１７日 

 

提 出 者  足 立 区 長  近 藤  弥 生 

 

 

東京都市計画用途地域の内容を、別添計画図書のとおり変更するにあたり意見聴取する。 

 

（提案理由） 

東京都市計画用途地域の内容を変更するにあたり、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同

法第１８条第１項の規定に基づき、東京都から足立区の意見を聞くための照会があった。 

この照会に対して回答するため、足立区都市計画審議会に提案する。 

  



５０ 
 

都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画用途地域（足立区分・北綾瀬駅周辺地区地区計画関連） 

 

２ 理 由 

本地区は、東京メトロ千代田線北綾瀬駅に近接し、地区の南側には、環状七号線が東西方向に通り、西側には都市計画道路

補助１０９号線が南北方向に通っている。 

北綾瀬駅は平成３１年３月千代田線直通運転開始以来、都心へのアクセスが向上し、駅利用者の増加に合わせ、「駅周辺の

利便性の向上」「商業施設等の充実」などが望まれている。 

足立区都市計画マスタープラン（平成２９年１０月）において、本地区は「地域拠点」に位置づけられ、「駅前の交通結節機

能を向上させるとともに、主にファミリー層でにぎわう駅周辺のまちづくりを進め、利便性の高い駅前となるよう都市機能の

更新を図る」としている。また、都市計画道路沿道は「沿道の高度利用を図り、延焼遮断帯の形成を図る」としている。 

このたび、「北綾瀬駅周辺地区地区まちづくり計画」に示す地区の将来像『住み続けたくなる安全安心で緑とにぎわいあふ

れる始発駅のまち』の実現に向け、駅前交通広場や駐輪場の整備、快適な歩行空間の確保、大街区化した敷地での大規模商業

施設の誘導によるにぎわいの創出など、駅周辺の土地の有効利用を促進するとともに、北側の住宅地と調和したまちなみの形

成と区域内の住環境の維持保全を図るため、北綾瀬駅周辺地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、土地利用上の観点から検討した結果、面積約１．２ヘクタールの区域について、用途地域を変更

するものである。 
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縮小版 
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縮小版 


